
 

別紙１ 

令和７年度 胃がん検診実施要領 
 

 

１．  対象者  

福岡市職員共済組合の組合員  

※ 被扶養者は受診できません。 

※ 退職派遣組合員、休職中の組合員及び任意継続組合員も受診できます。 

※ 本年度の人間ドック・節目健診の受診（予定）者は、胃がん検診を受診できま

せん。 

 

 

２ ．  実施手順  

（ １ ）  受診票の受取  

検診実施機関から受診対象者のご自宅に、受診票をお送りします。 

（お申込み時にご提供いただく住所にお届けします。）  

（２）  受診予約  

検診実施機関に各自連絡いただき、検診の予約を取ります。 

予約の変更・キャンセルについても共済組合を通じず検診実施機関に直接行

います 

※ 検診実施機関につきましては、天神または博多エリアに施設を有する機関

を予定しています。７月中に決定しますので、改めて全庁 OA インフォメー

ションやホームページにてご案内させていただきます。 

受診票到着（８～９月頃）から令和７年１２月３１日（実施機関休業日を除く）

の間に受診してください。 

（３）  受診  

当組合の実施するがん検診は「胃透視（バリウム検査）」で

す。（所要時間 60 分程度）  

胃カメラ検査ではありませんのでご注意ください。 

（４）  結果確認  

検診結果は、検診実施機関から直接受診者あてに通知し

ます。必ずご確認をお願いします。精密検査や治療が必要

な方には検診実施機関からご案内します。 

 

 

３．  服務等  

がん検診を受診する際は、「職務に専念する義務の特例に関する条例（職免条

例）」第 3 条第 2 号に該当するため、職務専念義務の免除（職免）を受けて受診

することが可能です。会計年度任用職員の方も職免の適用対象となりますが、

職免中は「無給」となりますので、取扱いにご留意ください。 

検診施設へ向かう際の交通費は自己負担です。（所属の IC カード等は使用

できません。）  

なお、精密検査については、職免の対象外です。 


